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墨田区公園マスタープランの改定にあたって

「墨田区公園マスタープラン」は、誰もが快適に過ごすことのできる、そして区
全体の魅力や価値の向上につながる公園づくりを推進することを目的とした、本
区の公園行政の羅針盤となる計画です。平成7（1995）年に平成37（2025）年まで
の30年計画として策定し、平成22（2010）年の中間改定を挟みながら、区民の皆
様とともに、多くの取組を進めてきました。

しかしながら、中間改定以降の、ウェルビーイング（身体的、精神的、社会的に
良好な状態にあることを意味する概念）の向上や生物多様性の保全・創出への
取組、公園の再生・活性化を推進するための都市公園法改正、そして、“こどもま
んなか”すみだの実現に向けた施策等の強化やすみだゼロカーボンシティ2050
宣言など、時代の急速かつ大幅な変化に対応するため、この度、計画期間を前倒
して全面改定をいたしました。

本計画では、快適で居心地がよく、利活用するすべての人の心や体を健やかに
して、まち全体を輝かせる公園づくりへの思いを込め、「誰もが健やか まちが輝く 
すみだの公園」を、目指す公園像として掲げています。

今後は、本プランに基づき、より一層区民目線に立った、公園整備や管理運営
を着実に進め、「暮らし続けたい・働き続けたい・訪れたいまち すみだ」の実現を
目指していきます。

結びに、本プランの改定にあたり、御尽力いただきました墨田区公園マスター
プラン改定検討委員会の皆様をはじめ、御協力いただきましたすべての皆様に、
心より感謝申し上げます。



第１章 公園マスタープランの改定について  
①　目的と背景

②　位置付け

③　期間

④　対象範囲等

（１）対象範囲

（２）区立公園、児童遊園、区民広場の箇所数・面積等

（３）公園的な空間の例

第２章 現状と課題  
①　区の現状

（１）河川　　　

（２）歴史・文化

（３）連携軸

（４）緑と生きもの

（５）ボランティア団体等

②　区の公園の現状

（１）公園の種類ごとの数と面積

（２）施設の設置状況

（３）改修・維持管理コスト

③　利用の状況

（１）ＷＥＢアンケート調査

（２）関係団体ヒアリング調査

（３）住民意識調査

（４）要望・陳情データ

④　前プランの概要

（１）計画期間

（２）基本理念

（３）基本方針

（４）主な実施状況

⑤　社会情勢などの変化

（１）社会情勢の変化

（２）法制度の動向

（３）区の動向

⑥　課題整理

1

2

2

3

4

7

8

17

19

25

27

35



37

38

39

43

44

46

65

69

71

72

76

77

79

（１）課題１：多様なニーズに応える必要があります

（２）課題２：区の特徴を活かす必要があります

（３）課題３：多世代の交流を促す必要があります

（４）課題４：自然環境を保全・創出する必要があります

（５）課題５：まちの防災性を高めていく必要があります

第３章 これからの公園づくり  
①　目指す公園像

②　施策とその方向性

（１）施策１：さまざまな人の多様な活動の場となる公園づくりを進めます

（２）施策２：水辺、歴史・文化など、すみだらしさを活かした、まちの顔となる

公園づくりを進めます

（３）施策３：コミュニティを育て、まちににぎわいを生み出す公園づくりを進めます

（４）施策４：まちの緑や生きものを育む、環境にやさしい公園づくりを進めます

（５）施策５：災害に強い安全・安心なまちづくりに寄与する公園づくりを進めます

第４章 実現に向けた取組  
①　本プランの体系

②　取組

③　リーディングプロジェクト

④　目標設定

第５章 本プランの進め方

①　本プランの推進

（１）施設の適切な配置

（２）区民との協働

（３）民間活力の活用

（４）ＤＸの推進

②　より身近な公園へ

（１）利活用ルールの検討

（２）利用機会の提供

（３）公園に関する情報の発信

（４）公園名称の検討

③　進行管理

（１）本プランの進行管理

（２）毎年度の進行状況の確認
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